


自己紹介
•氏名:青山純子
•職業:行政書士
•趣味:プロ野球観戦、ジブリ鑑賞、人間観察



青山行政書士オフィス
の主な業務内容

●建設業・産業廃棄物業・
運送業などの許認可申請

●相続・遺言・認知症対策

●国籍・在留資格 申請





外国籍を取得したら、

二重国籍になる??



パスポートは、
その国の国籍がある人に交付されるもの









在留資格が必要



日本人の配偶者等は、
配偶者だけでなく
日本人の子も入る



元日本国籍
現在、外国籍



日本人の配偶者等の在留資格を取得する際に
必要となる書類
①在留資格認定証明書交付申請書（在留資格変更許可申請書）
②写真 4CM X 3CM
（申請前３か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明な
もの）
③申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本(亡くなっている場合や日
本国籍
を離脱している場合)

④出生届受理証明書または認知届受理証明書
（外国で出生した場合は、出生国の出生証明書又は認知に係る証
明書）（発行日から３か月以内のもの）
⑤申請人の課税証明書及び納税証明書
⑥日本で申請人を扶養する者の課税証明書及び納税証明書
（申請人が扶養を受けている場合）
⑦身元保証書
⑧身元保証人の課税証明書や財産、収入を証明する書類など



「日本人の配偶者等」の
在留資格を取るポイント
①国籍喪失の届出
②元日本国籍、日本人の子である
公的書類
③日本での滞在費用を証明
④保証人





国籍喪失の届出に必要な書類

①戸籍謄本
②現に外国国籍を有することを証明する
に足りる 書面

③本人が１５歳未満であるときは、
法定代理人の資格を証する書面

④住所を証する書面



○国籍喪失届書
本人の氏名、生年月日、住所、喪失年月日、喪失した
日本国籍の原因の情報などを記入

○外国国籍取得証明書などの日本国籍喪失を証明する書類
日本国籍喪失の原因となった外国の公的機関から発行
された、外国国籍取得証明書 帰化証明書
外国語で発行された場合は、日本語の翻訳文も添付

○戸籍全部事項証明書 ＊本籍地に出す場合には不要

○その他必要な書類 ＊ケースバイケース



ビザ（外務省から法務省への推薦状）

在留カード



見本



帰化申請から大臣決済の目安は1～2年

受付



元日本国籍
現在、外国籍

外国籍

外国籍



日本国籍のまま外国籍



親が日本国籍のまま、
海外で出産した場合

①産まれた日から３か月以内に
出生の届出

②出生の届出と同時に、
「国籍留保の届出」を行うことが必要




